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1．序論

流通段階において、メーカー（製造業者）が取引の

条件として、ディーラー（流通業者など）の行動を制

限する場合が多くみられる。このような制限は、流通

段階における垂直的取引制限として良く知られてい

る。メーカーはこの垂直的取引制限を実施することに

より、当該生産物にサービスを付加したり、ディーラ

ーが生み出す新しい生産物の価格や品質に関して強い

関心をもつ。

垂直的取引制限の実際の行為は、（1）再販売価格維

持（Resale Price Maintenance、以下RPMと略す）、

（2）流通業者のテリトリー制限、（3）顧客の制限の三

つに分類される。（1）は、それ以下ではディーラーが

販売することを許さない価格をディーラーに指示する

ことである。（2）は、ディーラーの販売テリトリーを

限定するものであるが、ばあいによってはディーラー

の立地場所を指定することもある。また、ディーラー
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とになる。ただしメーカーが競争状態にあるばあいに

は、ディーラーの要求に応じてメーカーがRPMを実

施しても、それが維持されることは困難であろう。デ

ィーラーもカルテルのような協調行動を採るなりし

て、ある程度の市場支配力を有していなければRPM

の実効性は乏しくなるであろう。また別の見方をする

と、ディーラー主導のRPMはカルテルのようなディ

ーラーの共謀を補強するものともいえる。

寡占企業間の協調行動を確固たるものとするには、

全企業が参加して協定を作成し、それを厳守すること

であるが、RPMの実施は協定の作成とその厳守を参

加ディーラーに促すことになる。全企業に受け入れら

れる価格設定のルール（たとえばベーシング・ポイン

ト・システムのようなもの）が共謀を促進することに

なるわけであるが、RPMはそうした価格設定のルー

ルに代るものとして流通段階での共謀を容易にすると

考えられる。そしてディーラーがこのRPMに違反し

たばあい、そのディーラーに対してメーカーが出荷差

止めなどを行うことによって規律に服させることも可

能である。したがって共謀するディーラーは、協定を

厳守するようになり、協調行動が促進されるわけである。

それでは産業組織上いかなる状態のもとでこのよう

なディーラー主導のRPMが可能となるといえるのか。

まず第一には、メーカーもある程度の市場支配力を有

していなければならないだろう。特にその市場支配力

は生産物分化に裏付けられている必要があるかもしれ

ない。ディーラーがあるターゲットとなる主要メーカ

ーにRPMの実施を要求しても、そのメーカーに有力

な競争相手が存在するばあいは、小売価格を高水準に

維持するような価格政策は採用できないだろう。しか

も、商品の最終的な買手にとって当該商品がどのメー

カーのものでもまったく同質であるばあい、最終的な

買手は価格の高い商品から低い価格の商品へ需要のス

イッチを行うことになる。かくして、先にも述べたよ

うに、ディーラー主導のRPMが実施されるには、ま

ずはディーラーがある程度の市場支配力を有していな

ければならないと同様に、メーカーも市場支配力を有

していなければならないということになる。このよう

にメーカーも市場支配力を持っているという状況でな

ければならないという条件は、ディーラー主導の

RPMの存在に疑問を投げかけることにもなる。メー

カーが生産物分化に裏付けられた市場支配力を持って

いるばあい、ディーラーからの要求を受け入れず、メ

ーカー主導のなんらかの垂直的取引制限を実施する可

能性が考えられるのである。

ディーラー主導のRPMが可能となる第二の条件は、

ディーラーが何らかの（メーカーにとっての）重要な

サービスを提供しているというものである。例えば、

販売に伴って販売員のサービスが必要不可欠であり、

そのサービスの買手への提供をメーカーがディーラー

に負っているばあい、ディーラーはメーカーに価格の

維持を強く要求することができるであろう。

これらディーラー主導のRPMが可能となる状態

（条件）のうち、ディーラーの市場支配力に関して疑

問が提示されている。Ornstein（1985）によれば、つ

ぎの四点からみて流通業者はあまり強い市場支配力は

持ちえないとみなしている
4)

。そしてこうした見方に基

づいて、シカゴ学派の人々はディーラー主導のRPM

の可能性は低いとみている。

まず第一に、小売市場においては企業数が極めて多

く、小売のカルテルは成功しにくいという点が挙げら

れている。そして第二には、流通の小売段階へは潜在

的な参入企業が多く、このこともまた小売カルテルの

成功度を低下せしめているとみている。第三には、も

し流通段階でカルテルが首尾よく成功したとすると、

それはメーカーの利潤を脅かすことになるので、メー

カーは流通段階（特に小売業者）のカルテルを嫌い、

これを崩壊させる、と述べている。さらに第四には、

生産物分化というものが寡占的な協調行動の可能性を

低下させるとみている。先に、生産物分化という現象

は、RPMに代表される垂直的取引制限に不可欠の一

つの要因であると述べたが、寡占企業の協調行動（共

謀）を困難にする要因とみなされていることはたしか

である
5)

。

以上の四点からみると、流通段階（特に小売段階）

では協調行動は採りにくく、したがってディーラー主

導のRPMは生じにくいということになるのであるが、

つぎのように考えると流通段階で流通業者がかなりの

市場支配力を有している場合も多くあろうことが推論

される。

まず第一に、小売市場は全国が一つの市場ではなく、

市場は地域的なものとなり、それら市場は2～5社程

がテリトリー外へ販売したばあい、そのテリトリーを

割りあてられているディーラーへ利潤の一部のメーカ

ーへの支払を義務づけることもある。（3）は、メーカ

ーによって流通業者が販売してよい顧客と販売しては

ならない顧客を指示する行為をいう。このうち（2）

と（3）は、非価格の制限をいい、それぞれが（1）の

RPMを強化する制限行為であり補助的な性質を有し

ているため、RPMが重要なものと考えられる。この

ため本稿では垂直的取引制限のなかでも特に代表的な

ものとしてRPMをとりあげる。

価格理論では、市場において完全競争が仮定されて

いる。完全競争の仮定の下、消費者は生産物について

の完全な情報を持ち、予算制約の下で自らの効用を最

大にする生産物の組み合わせを購入する。しかし、現

実の流通段階において完全競争の諸仮定は満たされて

いない。ここで完全競争について、特に情報に注目す

ると、生産者は消費者の欲求についての十分な情報を

持っておらず、消費者も取引される生産物の価格や品

質について完全な情報を持っていないのである。

このような「情報の非対称性」への対処のために、

生産者は市場調査を行い、消費者は価格や品質につい

ての情報収集を行うのであるが、流通段階における垂

直的取引制限がこれに代わるものとして多く実施され

ている。

ではなぜ流通段階において、RPMのような垂直的

取引制限が多く見られるのであろうか。この問題に対

しては、その根拠となる二つの仮説、すなわち市場支

配力（カルテル）仮説とフリー・ライダー仮説がある。

前者は、垂直的取引制限がメーカー（もしくはディー

ラー）の市場支配力を強化する手段であるとするもの

であり、後者は、RPMの実施は流通に伴うサービス

の市場の不完全性へのメーカーの対応の結果であると

する見方である。

本稿では、RPMの実施根拠であるような上記二つ

の仮説のうち、特にフリー・ライダー仮説をとりあげ、

それがどのような目的のもとに実施され、いかなるケ

ースで実効あるものとなるのか、情報の非対称性への

対処はどのようであるか、またその経済社会への影響

はどのようなものであるのかについて明らかにする。

2．RPMの二つの仮説

2.1 市場支配力（カルテル）仮説

RPMのような垂直的取引制限が実施される一つの

理由として、垂直的取引制限は製造業者（もしくは流

通業者）の市場支配力を強化する手段であるとするも

のがある。これは、RPMの導入により、メーカー間

でのカルテル価格をディーラーに遵守させるための手

段とされ、市場支配力（カルテル）仮説とよばれてい

る。Telser（1960）は1920年代の米国における電球の

RPMを例にとり、企業間で特許についての協定がカ

ルテルのようなメーカーの協調行動を促したことを論

じている
1)

。

2.1.1 ディーラー主導のRPM

RPMはメーカー主導のもとに流通系列化を図り、

そのうえで実施されるものと考えられているが、必ず

しもそうした形態のものばかりではない。これまでの

産業研究によれば、ディーラー主導のRPMが、米合

衆国、イギリスならびにフランスで薬品流通において

みられ、さらに米合衆国では化粧品や酒類の流通にお

いても同様のRPMがみられたと報告されている
2)

。「連

邦取引委員会」の実態調査にもとづいて、Sharp

（1985）は小売業者がRPMの主要な原因になっている

と述べ、ディーラー主導のRPMを排除すれば、RPM

の80％以上を取り除くことになるとまで主張している
3)

。

こうした見方の背後には、RPMで利益を得るのは

むしろディーラーであるとの考えがあるからである。

メーカーの得る単位当り利潤は、メーカーがディーラ

ーに課す卸売価格に依存している。この卸売価格が一

定に保たれているとすると、最低水準の小売価格の維

持はディーラー（小売業者）の単位当り利潤を増加さ

せる。しかし、直接的にメーカーに利潤を与えること

にはならない。卸売価格が一定であるばあいに、

RPMによって小売価格が上昇すると、右下がり（左

上がり）で一定の位置に留まる需要曲線を前提とする

と、需要量は減少し、メーカーの販売数量も減少する

ので、メーカーの総利潤を減少させることになるから

である。RPMの直接の受益者は、したがって、仕入

れコストが一定であるディーラーなのである。

そこでディーラーはメーカーにRPMを要求するこ
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スの市場の不完全性へのメーカーの対応の結果である

とする見方である。この見方はTelser（1960）の考え

に基づくもので、シカゴ学派のRPMの理解を形成し

ている
12)

。

この「市場の失敗」理論の一つの前提は、生産物に

対する需要はディーラーによって提供されるサービス

に依存しているというものである。これらサービスは

当該生産物に特有のもので、生産物とは別に販売され

えないものである。たとえば販売前に行われる当該生

産物の使用の実演や説明などで、専門店を通じて販売

されるその生産物の需要に大きな影響をもつものであ

る。メーカーはそうしたサービスをディーラーに実施

してもらい、需要を増加させることを望んでいる。し

かし、ディーラーはそうしたサービスの価格を生産物

の価格とは別に買手に要求することはできない。そこ

でメーカーは、卸売価格を引き下げることによって、

ディーラーにより大きなマージンを与え、販売に伴う

費用にその一部を使用させるのである。

しかしここで「市場の失敗」が顔を出す。ここでも

しメーカーがすべてのディーラーに対し低い卸売価格

を提示したとしよう。あるディーラーはそれに応じて、

必要なサービスを提供するであろう。しかし他のディ

ーラーのなかには、卸売価格が低くなったので、サー

ビスを提供しなければコストが低くなるので、低い小

売価格で販売する業者もでてくる。サービスが不要な

買手（消費者）はそうしたディーラーから購入し、サ

ービスを必要とする買手はサービスを提供してくれる

ディーラーに赴いてサービスを受け、実際の購買は小

売価格の低いディーラーで行う。するとサービスを提

供するディーラーの売上は減少し、サービスのコスト

を償うことができなくなる。やがて販売に伴うサービ

スの提供をやめてしまう。

メーカーは卸売価格を低下させることによって、コ

ストを負担して必要なサービスを買っていることにな

るのだが、小売価格を引き下げるディーラーはこのサ

ービスを無償で利用していることになる。このような

タダ乗り（free ride）が発生するばあい、やがてサー

ビスの提供が無くなるわけであるから、ここにディー

ラー・サービスにおける「市場の失敗」が出現するこ

とになる。この「市場の失敗」は一般にフリー・ライ

ダー問題といわれている。

こうしたフリー・ライダー現象という「市場の失敗」

を是正するためには、メーカーが小売段階での価格に

最低水準を設けなければならないと考えられる。こう

して、フリー・ライダー問題に対処するためにRPM

が実施されているというのがフリー・ライダー仮説で

ある。

３．RPMの評価

ところで、このフリー・ライダー仮説にしたがって

RPMが実施されたとしても、メーカー、ディーラー

の双方がそれぞれにある程度の市場支配力を持ち、か

つ系列化されていなければ、RPMは実効性を持たな

いであろう。また、ディーラーが提供するサービスが

重要であるばあい、フリー・ライダー仮説は説明力を

持つようであるが、提供するサービスに重要性がない

ばあいディーラーが主導しRPMを要請しても、メー

カーはそれを実施しないかもしれない。換言すると、

ディーラー・サービスの重要性は市場支配力（カルテ

ル）仮説でもある役割を担っているといえる。このよ

うにみてくると、市場支配力（カルテル）仮説とフリ

ー・ライダー仮説とは互いに他を排除するものではな

く、補完関係にあるとみることもできる。

以上で検討してきたRPMを説明する二つの重要な

仮説にもとづいて、RPMを評価すると以下の通りで

ある。

経済現象を評価するさいに基準となるものに「余剰」

という概念がある。「余剰」が極大になっていればわ

れわれの厚生水準も極大になっており、当該現象の経

済効果は好ましいとされ、「余剰」の消失分がみられ

れば、厚生損失が生じていることになり、当該現象は

好ましくない経済効果を生むとみなされる。

他の条件に変りがないとすると、需要もしくは需要

量が大きければ、生産量も増加し、「余剰」が増え、

経済厚生の水準も高まる。この見方にしたがって

RPMをみていくと、つぎのように解釈することがで

きよう。

RPMが市場支配力（カルテル）仮説によって説明

されるようなものであったとすると、そのRPMが、

ディーラー主導のものであっても、メーカー主導のも

のであっても、またメーカーとディーラー双方の主導

度の小売業者から成り立っているというPorter（1976）

の主張からすると、多くの小売市場は寡占市場とみる

こともできる
6)

。つぎに、流通業においても、それぞれ

の業種に特有のphysical asset and human asset specificity

が見られる点が指摘されている
7)

。その業種に限定され

た物的ないし人的資源への資金の投下はサンク・コス

トとなる可能性が極めて大きく、こうしたサンク・コ

ストの存在は、参入障壁を形成することになる。流通

業ではたしかに潜在的な参入企業が多数存在するかも

しれないが、サンク・コストが多額になる業種は高い

参入障壁に囲まれているといえる。

こうした見解が正しいとすると、ディーラー主導の

RPMは効果をあげないとするシカゴ学派の主張は崩

れるともいえる。しかし、ディーラー主導のRPMが

成功するには、メーカーがある程度の市場支配力を持

たなければならないという条件が、実はRPMはメー

カー主導なのではないかという見方を生むのである。

2.1.2 メーカー主導のRPM

RPMはメーカーが流通を系列化し、そのうえで主

導的に実施していくという見方が、やはり一番理解し

やすいように思える。このさい、メーカー主導の

RPMはカルテルのようなメーカーの協調行動を促し、

カルテルをより強固なものにするために実施されると

考えられている。メーカー間で卸売価格についてカル

テルが成立したとしても、流通段階で価格競争が行わ

れるならば、流通業者はメーカーに対し卸売価格の引

下げを要求するであろう。流通を系列化しているばあ

い、カルテルを破って密かに値引きしても、そのこと

が他のカルテル参加者にすぐに知られることはない。

また卸売価格の値引きは、小売業者に利益をもたらし、

その利益（利潤の増加分）を小売業者が販売促進のた

めに使用するとすれば、卸売価格の値引きはメーカー

にとっても有利なことである
8)

。こうした点からみると

メーカーは卸売価格の密かな引下げを行うようにな

り、カルテルは崩壊していくかもしれない。こうした

状況の下では、カルテル維持には流通段階での競争を

壊滅させる必要がある。これがインセンティブとなり、

メーカーはRPMを実施するというわけである。

しかし、シカゴ学派に属する学者はこの仮説にも、

理論の上での可能性は認めるものの、現実にはそのよ

うにならないとして反対している。Posner（1977）に

よれば、ディーラーが複数のメーカーの生産物を扱っ

ているばあい、ディーラーはより有利な条件（より大

きな卸売価格の値引き）を提示したメーカーの生産物

を優先的に取り扱うであろうから、メーカーのカルテ

ル破りの誘因は強くなる
9)

。しかも、ディーラーはある

メーカーの値引きのニュースを他のメーカーからの値

引きを引出すために巧妙に使用するので、たとえ

RPMを実施していたとしても、卸売価格についての

協定は守られない
10)

。ということは、カルテルを強固に

するためにRPMを実施しても、その実効はあがらな

いというわけである。

2.1.3 メーカー・ディーラー協働のRPM

PosnerやBork（1966）の見解に妥当性があるとする

と、RPMが効果をあげるには、メーカーとディーラ

ーが協力していなければならないことになる。この協

力関係とは前述の流通系列化の手段を用いて、メーカ

ーとディーラーとが結びついている状態である。しか

し、たとえ専売店制をとっていたとしても、メーカー、

ディーラーがともに競争状態にあっては、RPMはそ

の実効をあげることはむつかしい。メーカー、ディー

ラーのそれぞれがある程度の市場支配力をもっていな

ければならない。そうしたさいに、それぞれの間の共

謀（メーカー間の、あるいはディーラー間の）が

RPMによって強固になるといえる。

こうした見解は、RPMはディーラー主導で実施さ

れ、ディーラー間の共謀を促進するという仮説と、メ

ーカー主導のもとにメーカー間の共謀を強固にすると

いう仮説との妥協の産物であるが、Bowman（1952）

などによって提唱され、RPMの双方独占理論と呼ば

れている
11)

。この理論は、当初はシカゴ学派によっても、

RPMの反独占効果を証明するために、RPMの発生す

る一つのケースとして使われ、また垂直的取引制限を

S－C－P分析によって分析するさいにも採用されて

いる。この理論によれば、RPMは寡占産業での流通

系列化と深く係り合っていることになるのである。

2.2 フリー・ライダー仮説

RPMに代表される垂直的取引制限に関するもう一

つの有力な仮説は、RPMの実施は流通に伴うサービ
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る。このようにして、需要曲線はD1からD2へシフト

する。ここで均衡点はF、取引量は へ移動する。需

要曲線が右方へ平行にシフトするのであれば、消費者

余剰は増加する。RPM実施前後における消費者余剰、

ディーラー余剰、メーカー余剰は表1の通りである。

小売店舗数の増加やディーラー・サービスの充実に

よって、需要曲線がD1からD2へとシフトするとき、

小売価格がP1からP2へと上昇したとしても、消費者

余剰が三角形IP1Aの面積から三角形JP2Fの面積へと

増加することが図からも明らかである。

RPMがカルテル仮説に基づいているのであれば、

消費者の厚生に対してマイナスの効果を与えるが、

RPMがフリー･ライダー仮説に基づくばあいには、小

売価格が高くなる反面で、適切な小売店舗数の確保や

小売サービスの充実を通じて、消費者にプラスに働く

面も存在しているのである。

4．フリー･ライダー仮説と情報の非対称性

市場が不完全であり、「情報の非対称性」が顕著で

あるばあいに、その対処のために、流通段階において

は、RPMのような垂直的取引制限が実施されている。

RPMの根拠となる仮説としてはこれまで市場支配力

（カルテル）仮説とフリー･ライダー仮説をとりあげて

きたが、本章ではフリー･ライダー仮説に注目する。

上述のように、フリー･ライダー仮説においては、メ

ーカーの生産物に付加するディーラーのサービスが重

要となってくるのであるが、RPMの実施のもとで価

格が同一の生産物に対して、消費者は当該生産物の品

質とサービスをその購入の指標としなければならな

い。その際、どのディーラー（もしくは小売業者）が、

消費者に有用なサービスを付加しているか否かについ

ては、ディーラーと消費者との間で情報の格差が生じ

ている。このように情報の非対称性があるばあい、消

費者はいかにしてディーラーを選択するのであろう

か。以下では、情報の非対称性について概説し、フリ

ー･ライダー仮説を考える。

4.1 情報の非対称性とその回避

特定のことがらについて、ある経済主体が他の経済

主体より多くの情報を有しており、情報格差が存在す

ることを各経済主体が認識している状況のことを「情

報の非対称性（asymmetric information）」といい、

Akerlof（1970）は、アメリカ中古車市場を例に挙げ、

情報の非対称性の存在のもとで、市場は機能しないと

指摘している
15)

。

市場に情報の非対称性が存在するばあい、それを回

避するための方法として、本城（2004）は以下のよう

な四点を挙げている
16)

。第一は、シグナリング（情報の

発信）である。これは生産物の品質の信号として、外

観のような容易に観察できる属性や指標を用いて、売

り手の情報を買い手に伝えようとするものである。経

済主体が市場においてシグナルを発することで、情報

を多く有する側が、私的情報を明らかにして信頼され

るという目的のためだけにとる行動のことをいう
17)

。第

二に、第三者による情報の提供が挙げられる。これは

情報の非対称性が存在するばあいに、情報格差を埋め

るために、取引当事者間に専門的知識を有するような

第三者が入り、情報を提供するものである。第三に、

生産物やサービス品質の標準化がある。一般に、サー

ビスは生産物に比べて標準化が難しいが、サービス品

質についての情報の非対称性を解決するために、マニ

ュアル等を用い、生産物の売り手が提供するサービス

品質を管理・均質化することで、生産物の買い手であ

る消費者は提供されるサービスについての情報を得る

ことができる。これは、サービスの提供者である売り

手が自らサービス品質を標準化することにより、当該

サービスの提供者と消費者との間の情報の非対称性を

回避しようとするものである。この典型的な例には、

フランチャイズ方式がある。第四は、継続的取引関係

である。これは良い品質の生産物を円滑に取引するた

めの方法として用いられる。取引関係において信頼を

裏切るような行為は、短期的には一時的な利益をあげ

るが、長期的には、その後の継続的な取引を不可能に

する。取引関係を継続的に行うことが取引相手との間

における信用を高め、情報格差を解消するというもの

である。

上記のなかでも特に生産物やサービス品質の標準化

と継続的取引関係について、上述した流通段階におけ

るRPMの二つ目の根拠であるフリー・ライダー仮説

を正当化する一つの根拠としても考えられるため、次

で詳しくみていくことにする。

によるものであっても、流通段階、製造段階、もしく

はその双方での企業の協調行動を強めていくことにな

るので、「余剰」の減少へと導くことになると考えら

れる。したがって、RPMのもたらす経済効果は望ま

しいものではないということになる。

他方、RPMがフリー・ライダー仮説によって説明

されるようなものであったらどうであろうか。その効

果の判断は複雑になるが、おおよそつぎのようになる

であろう。フリー・ライダー仮説によれば、RPMを

実施することによって重要なディーラー・サービスを

提供することが可能になる。このサービスによって需

要が増加（需要曲線が右方へシフト）すれば供給量も

増加し、「余剰」が増え、経済厚生の水準が高まるこ

とが考えられる。このように、RPMがフリー・ライ

ダー仮説によるものであるとすると、それは望ましい

経済効果をもたらすといえる。以下図を用いて説明し

ていく。

図1において、RPM実施前の需要曲線をD1、小売価

格をP1、メーカーの限界生産費をMCM、RPM実施後

の需要曲線をD2、小売価格をP2とする。RPM実施前

はサービスの提供が行われず、小売価格P1は卸売価

格PWに等しい。PW＞MCMである限り、メーカーは三

角形P1MCMBAと等しい利潤を獲得することになる。

ここでRPMが実施されると、小売価格P2はRPM価格

であるPrに固定される。RPM実施のもとではディー

ラーによってサービスが提供されるため、より多くの

消費者が情報を得て市場に参加したり、提供されるサ

ービスにより生産物から得られる限界効用が増加す
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図1 RPM実施によるサービス向上効果

出所：小田切（2008）より作成
13)

出所：小田切（2008）より作成
14)

表1 RPM実施による効果

注： とは、需要曲線が平行にシフトしたときをいう。

はディーラー・サービスの費用計を示す。
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RPMの効果を判断するさいには考慮せざるをえない

問題である。

かつて生産と消費は同時に行われ、生産者と消費者

の距離は近く、また生産者と消費者の有する生産物の

品質およびサービスについての情報に差はみられなか

った。しかし経済が発展し、生産効率の向上を追求し

た分業化社会が進むにつれて、生産と消費は分離し、

生産者と消費者の間には情報の格差が生じるようにな

ってきた。このように生産者と消費者との間に情報の

非対称性が存在しているとき、その解消のために生産

者（メーカー）がディーラーに対して消費者へのサー

ビスの提供を実施してもらおうとすると、価格競争の

もとでタダ乗りが発生し、市場内でサービスの提供が

実施されなくなり、結局情報の非対称性は解消できな

いという矛盾が生じる。流通段階におけるRPMは、

このようなフリー・ライダー問題への対処として実施

されていると考えられ、同一価格のもとで生産物に必

要なサービスの提供が可能になるとされる。換言する

とフリー・ライダー問題への対処のためのRPMの実

施は、情報の非対称性の解消を追求した結果であると

も考えることができる。多くの場合、ある種の人々が

他の人々よりも、より多くの情報を有している。この

情報の違いは、人々が行う選択や、人々が互いにどの

ように取引するかに影響を与えることがある。

RPMは、情報の偏在もしくは非対称性に発する問

題を回避するために、メーカーとディーラーが採る行

為であるといっても、先に述べたように、これを実効

あるものとするためにはある程度の企業の系列化が前

提となる。したがって、情報の非対称性の見地から

RPMをみても、系列化とそれに基づく垂直的取引制

限に伴う市場支配力の問題が依然として残る。RPM

はかくして二面性を持つ問題であるとの認識が必要で

ある。
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〈査読済論文〉

4.2 フリー･ライダー仮説と情報の非対称性

上述のように、RPMに代表される垂直的取引制限

に関する二つ目の根拠であるフリー・ライダー仮説

は、生産物に付加される生産物に必要なサービスの提

供が、小売価格を引き下げサービスを無償で利用する

ようなディーラーによるタダ乗りを発生させ、やがて

生産物のサービスが提供されなくなるという市場の失

敗への対処であった（図2を参照）。

この根底にあるのは、情報の非対称性の問題である。

買い手である消費者とディーラー（またはメーカー）

との間では、生産物について情報格差が存在する。そ

こでメーカーは、多くの消費者を獲得し売り上げを増

加させるため、消費者に対して情報を提示し、需要の

増大を求める。消費者もまた提示された情報をもとに

効用を最大化するよう行動する。このような情報の非

対称性の解消についての具体的な方策としては、4.1

で述べたように、メーカーがディーラーに対して生産

物やサービス品質について標準化を行うことで、管

理・均質化を図ることがあげられる。これにより情報

格差を縮めようとする。また、上述の継続的取引関係

も有効である。

このように情報の非対称性の解消のため、メーカー

はディーラーに対して低い卸売価格を提示し、サービ

スを実施してもらうのであるが、ここでフリー・ライ

ダー問題が現れる。上述のようにディーラー・サービ

スにおけるフリー・ライダーの発生は、市場を機能不

全に陥らせ、結局、ディーラーに対して、生産物に必

要なサービスの提供を断念させてしまう。サービスの

提供が行われなければ、消費者は生産物について必要

な情報を得ることができず消費者利益は減少する。よ

って、フリー・ライダー仮説が流通段階における

RPMを正当化する一つの根拠とされているという点

は、情報の非対称性を解消するという視点からも意義

のある行為と考えられる。

5．結語

RPMはディーラーにサービス提供のコストを確保

させるものであるから、その分価格水準は高くなる。

しかも先に見たように、フリー・ライダーの除去のた

めのRPMの実施でも、メーカー、ディーラー双方が

すでにある程度の価格支配力をもっていなければその

実効性はない。そうであるとすれば、RPMの実施は、

それが実施されていないばあいと較べて価格が高水準

となり、その結果厚生損失が生れることになる。

さらにフリー・ライダー仮説によるRPMの判断に

はつぎのような困難が加わる。ディーラーの提供する

サービスが重要なものであるといっても、買手（消費

者）の中にはこうしたサービスを受ける必要を感じず、

低サービス・低価格の組合せを選ぶ者も存在するであ

ろう。すべての買手が高サービス・高価格の組合せを

選ぶわけではない。しかし、RPMが実施されれば、

低サービス・低価格の組合せを選択する可能性は低下

する。このこともまた厚生水準の低下につながり、
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図2 ディーラー・サービスの市場の失敗


